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「内部統制システム構築の基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

当社は、平成 27 年６月 19 日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改

定することを決議いたしましたので、下記のとおり改定後の内容をお知らせします。（変更箇所は下線

で示しております。） 

 

記 

 

１．当社グループ（当社及び当社子会社）の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制 
① 当社グループの取締役会は、法令、定款、経営理念、社内規程に従い経営に関する重要事項を

決定するとともに取締役の職務の執行を監督する。 
② 当社グループは、取締役、監査役及び使用人の法令順守を目的として、コンプライアンスに係

る規程を整備し、周知と徹底を図る。 
③ 法務監査委員会を設置し、コンプライアンス全般に関わる問題に対応する。また、役職員の法

令・定款違反行為については同委員会より取締役会に具体的な処分を答申する。 
④  当社グループのコンプライアンス体制を補完する機能として、内部通報システムを構築する。 

 
２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

① 内部情報に関し、取締役会への報告事項等を整理するとともに、内部情報の公表担当を原則と

して広報を担当する部門長に限定する。 
② 文書管理規程を制定し、取締役会議事録等の取締役の職務の執行に係る情報を文書または電磁

的媒体に記録のうえ保存する。 
 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
① 当社グループの各担当取締役が担当する業務部門における損失の危険を適切に管理するとと

もに、責任者への情報の伝達を早めることにより、危険リスクを最小化する。また、コンプラ

イアンス、環境、災害、品質、情報管理及び輸出入管理等に係るリスクについては、それぞれ

の担当部署にて、危険の管理を行うため、マニュアルを作成し対応することとする。 
② 損失の危険が顕在化して重大な損害の発生が予想される場合、速やかに関連部署に連絡し、損

害が最小となる対応策を検討し対処している。 
 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 
① 取締役会を定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、当社の重要事項について

は事前に社長と担当取締役において議論を行い、取締役会にて審議のうえ、それぞれの業務の

担当取締役が業務執行を行っている。 
② 情報システム関連機器の利用により、電話会議等による業務の効率化、月次会計の迅速化を図

り、取締役会で定期的に結果を検証することで、効率化を阻害する要因を排除・低減させ、目

標達成の確度を高め、業務の効率化を実現するシステムを構築する。 



５． 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
日東製網グループ規程を定め、子会社の取締役会、重要な会議、業績の状況、その他重要な事項に

ついては、子会社の各担当取締役から、当社へ定期的な報告を行うものとする。また、必要に応じ

当社の重要な会議に招集することや、子会社の重要な会議に当社の担当取締役や使用人が出席する

ことで、情報の共有化を図る。 
 

６． 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 
① 日東製網グループ規程を整備していくことで、グループ内の業務の適正を確保する。 
② 当社及びグループ各社における内部統制の構築は、法務監査委員会を中心として行い、当社及

び当社グループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率

的に行われるシステムを含む体制を構築する。 
③ 反社会勢的力とは一切の関係を持たず毅然とした態度で対応する。 
 

７． 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項 
① 監査役は、内部監査室所属の職員に監査業務に必要な事項の補助を要請することができるもの

とする。 
② 補助者の人事異動については監査役会の意見を尊重するものとする。 
 

８． 監査役を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項 
監査役より監査業務に必要な命令を受けた職員は、その命令に関して、取締役よりの指揮命令を受

けないものとする。 
 

９． 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制 
① 取締役は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼ

す事項、内部監査の実施状況を必要に応じ速やかに報告する。報告の方法については、取締役

と監査役会との協議により決定する方法によるものとする。 
② 使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、重大な法令・定款違反等に関する重

大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告することができる。 
③ 当社グループは、監査役へ報告をしたことを理由として、当該報告者に不利な取り扱いを行う 

ことを禁止する。 
 

１０．監査役の職務執行について生じる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行につい

て生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 
  当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法に基づく費用の前払い等の請求を

したときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた

場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。 
 
１１．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 監査役会にて年度監査計画を定め、計画的に監査を実施する。 
② 監査役会は、代表取締役、監査法人とそれぞれ定期的に意見交換会を開催することとする。 
③ 監査役は、重要な意思決定や業務執行状況を把握するため、取締役会を始め、本部会議等の重

要な会議に出席することや、稟議書類の閲覧を必要に応じ、適宜行うことができるものとする。 
 

以上 


